
◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 
（平成二八年一月二六日法律第一号）   

一、提案理由（平成二八年一月一三日・衆議院内閣委員会） 

○河野国務大臣 

……………（略）…………… 

 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理

由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申

し上げます。 

 昨年八月六日、一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出さ

れました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十七年度の給

与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般

職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げ、勤

勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等としております。 

第二に、フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、

育児または介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けるこ

とができることとしております。 

このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとし

ております。 

……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成二八年一月一四日） 

○西村康稔君 ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、昨年の人事院

勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当及び勤勉手当の

額の改定を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度の対象の拡大

等を行うものであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る一月十二日本委員会に付託され、昨日、河野国務大臣から提案理由の説

明を聴取し、質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、両案は賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 



 なお、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し附帯決議が

付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一月一三日） 

 政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 人事院勧告の前提となる官民給与比較調査について、引き続き正確な官民給与の実

態把握に努め、国家公務員の適正な処遇の確保を図るとともに、国民に対する説明責

任を果たすこと。 

二 国の厳しい財政事情を鑑み、国家公務員の総人件費に関する基本方針を踏まえ、実

効性のある総人件費管理に努めること。 

三 自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づ

き、国民の理解を得た上で、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努め

ること。 

三、参議院内閣委員長報告（平成二八年一月二〇日） 

○神本美恵子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会

及び内閣に対する平成二十七年八月六日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員

の勤務時間の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任

給調整手当及び勤勉手当の額の改定を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を

割り振る制度の対象を拡大する等の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、現行の官民給与の比較方法の

妥当性、給与法改正に伴う国の非常勤職員給与の取扱い、国の給与改定の遅れが地方に

与える影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いま

す。 

 質疑を終了した後、生活の党と山本太郎となかまたちの山本委員より、一般職の職員

の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、一般職の職員の給与に関する法

律に定める指定職俸給表の俸給月額及び同俸給表の適用を受ける職員に係る勤勉手当の

支給割合の改定は行わないことを内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より、一般職の職員の給与

に関する法律等の一部を改正する法律案の原案及び修正案に賛成、特別職の職員の給与

に関する法律の一部を改正する法律案に反対の旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、両法律案はいずれも

多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


